
告 示 (第1257号－第1263号)

○特定計量器の定期検査の実施 (計量検定所) １

○特定計量器の定期検査の実施 (計量検定所) ２

○特定計量器の定期検査の実施 (計量検定所) ３

○特定計量器の定期検査の実施 (計量検定所) ４

○漁船損害等補償法第112条第１項の規定による同意 (漁業管理課) ６

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 (漁業管理課) ６

○土地改良区の定款の変更の認可 (農村整備課) ６

公 告

○建設業の営業の一部停止 (建築指導課) ６

監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表 (監査委員事務局監査第一課) ７

公安委員会

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) の

開催 (警察本部生活環境課) 10

雑 報

○平成19年度福岡県市町村職員共済組合の決算の報告 (市町村支援課) 10

福岡県告示第1257号

計量法 (平成４年法律第51号) 第19条第１項の規定に基づき､ 次のように特定計量器

の定期検査を実施するので､ 同法第21条第２項の規定により公示する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ ひょう量が300㎏以下の非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

社団法人福岡県計量協会

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査
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目 次

告 示

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

� 非自動はか
り (�に掲げ
るものを除く
) ､ 分銅及び
おもりの検査

20年９月４日
10：00～12：00
13：00～15：00

小 竹 町 総 合
福 祉 セ ン タ ー

小 竹 町

20年９月５日
10：00～12：00
13：00～15：00

宮若市中央公民館
若 宮 分 館

宮 若 市20年９月８日
10：00～12：00
13：00～15：00

マリーホール宮田

20年９月９日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月10日
10：00～12：00
13：00～15：00

鞍手町中央公民館 鞍 手 町20年９月11日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月12日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月17日
10：00～12：00
13：00～15：00

直方市中央公民館 直 方 市

20年９月18日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月19日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月24日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月25日
10：00～12：00
13：00～15：00
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イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

２ ひょう量が300㎏を超える非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

福岡県計量検定所

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査

イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

福岡県告示第1258号

計量法 (平成４年法律第51号) 第19条第１項の規定に基づき､ 次のように特定計量器

の定期検査を実施するので､ 同法第21条第２項の規定により公示する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ ひょう量が300㎏以下の非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

社団法人福岡県計量協会

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査
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20年９月26日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月29日
10：00～12：00
13：00～15：00

�������� 中 間 市

20年９月30日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月１日から
20年11月30日まで

左欄の間に行う検査については､ 鞍手
郡内各町､ 宮若市､ 直方市及び中間市
と協議の上､ 指示する｡

鞍 手 郡
宮 若 市
直 方 市
中 間 市

� ばね式指示
はかり又は電
気式はかりで
目量の数が
6,000 を超え
るものの検査

20年10月１日から
20年11月30日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

鞍 手 郡
宮 若 市
直 方 市
中 間 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月１日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

鞍 手 郡
宮 若 市
直 方 市
中 間 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

非自動はかり､
分銅及びおもり
の検査

20年10月１日から
20年11月30日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

鞍 手 郡
宮 若 市
直 方 市
中 間 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月１日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

鞍 手 郡
宮 若 市
直 方 市
中 間 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

� 非自動はか
り (�に掲げ
るものを除く
)､ 分銅及び
おもりの検査

20年９月９日
10：00～12：00
13：00～15：00

山川市民センター

20年９月10日
10：00～12：00
13：00～15：00

ま い ピ ア 高 田

�



イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

２ ひょう量が300㎏を超える非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

福岡県計量検定所

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査

イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

福岡県告示第1259号

計量法 (平成４年法律第51号) 第19条第１項の規定に基づき､ 次のように特定計量器

の定期検査を実施するので､ 同法第21条第２項の規定により公示する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ ひょう量が300㎏以下の非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

社団法人福岡県計量協会

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査
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20年９月11日
10：00～12：00
13：00～15：00

み や ま 市

20年９月17日
10：00～12：00
13：00～15：00 み や ま 市 瀬 高

体 育 セ ン タ ー
20年９月18日

10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月24日
10：00～12：00
13：00～15：00

大 川 市 役 所 大 川 市20年９月25日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月26日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年９月27日から
20年11月26日まで

左欄の間に行う検査については､ みや
ま市及び大川市と協議の上､ 指示する｡

み や ま 市
大 川 市

� ばね式指示
はかり又は電
気式はかりで
目量の数が
6,000 を超え
るものの検査

20年９月27日から
20年11月26日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

み や ま 市
大 川 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年９月27日から
20年12月26日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

み や ま 市
大 川 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

非自動はかり､
分銅及びおもり
の検査

20年９月27日から
20年11月26日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

み や ま 市
大 川 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年９月27日から
20年12月26日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

み や ま 市
大 川 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

� 非自動はか
り (�に掲げ

20年10月１日
10：00～12：00
13：00～15：00

柳川市三橋公民館

�



イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

２ ひょう量が300㎏を超える非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

福岡県計量検定所

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査

イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

福岡県告示第1260号

計量法 (平成４年法律第51号) 第19条第１項の規定に基づき､ 次のように特定計量器

の定期検査を実施するので､ 同法第21条第２項の規定により公示する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ ひょう量が300㎏以下の非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査
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るものを除く
) ､ 分銅及び
おもりの検査

20年10月２日
10：00～12：00
13：00～15：00

柳川市大和公民館

柳 川 市

20年10月３日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月７日
10：00～12：00
13：00～15：00

柳川市城内公民館20年10月８日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月９日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月14日
10：00～12：00
13：00～15：00

大牟田市民体育館 大 牟 田 市

20年10月15日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月16日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月17日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月18日から
20年12月17日まで

左欄の間に行う検査については､ 柳川
市及び大牟田市と協議の上､ 指示する｡

柳 川 市
大 牟 田 市

� ばね式指示
はかり又は電
気式はかりで
目量の数が
6,000 を超え
るものの検査

20年10月18日から
20年12月17日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

柳 川 市
大 牟 田 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月18日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

柳 川 市
大 牟 田 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

非自動はかり､
分銅及びおもり
の検査

20年10月18日から
20年12月17日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

柳 川 市
大 牟 田 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月18日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

柳 川 市
大 牟 田 市

�



� 実施機関

社団法人福岡県計量協会

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査

イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

２ ひょう量が300㎏を超える非自動はかり､ 分銅及びおもりの検査

� 実施機関

福岡県計量検定所

� 検査日時及び会場

ア 知事が指定する場所で実施する検査

イ 特定計量器検定検査規則 (平成５年通商産業省令第70号) 第39条第１項各号に

該当するものとして申請に基づく場所で実施する検査
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検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

� 非自動はか
り (�に掲げ
るものを除く
) ､ 分銅及び
おもりの検査

20年10月６日
10：30～12：00
13：00～15：00

宗 像 市 大 島
行 政 セ ン タ ー

宗 像 市

20年10月７日
10：00～12：00
13：00～15：00

ア ク シ ス 玄 海

20年10月８日
10：00～12：00
13：00～15：00

宗像市中央公民館

20年10月９日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月10日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月14日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月16日
10：00～12：00
13：00～15：00

あ ん ず の 里

福 津 市

20年10月17日
10：00～12：00
13：00～15：00

福 津 市 文 化 会 館

20年10月21日
10：00～12：00
13：00～15：00

���������
20年10月22日

10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月23日
10：00～12：00
13：00～15：00

20年10月24日から
20年12月23日まで

左欄の間に行う検査については､ 宗像
市及び福津市と協議の上､ 指示する｡

宗 像 市
福 津 市

� ばね式指示
はかり又は電
気式はかりで
目量の数が
6,000 を超え
るものの検査

20年10月24日から
20年12月23日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

宗 像 市
福 津 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月24日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

宗 像 市
福 津 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

非自動はかり､
分銅及びおもり
の検査

20年10月24日から
20年12月23日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

宗 像 市
福 津 市

検査区分 検査年月日 検査時間 検 査 会 場 検査区域

	



福岡県告示第1261号

次の加入区について､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条第１項の規

定による同意があったものと認めるので､ 同法第112条の２第３項の規定により公示す

る｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

加入区の名称 川口加入区

福岡県告示第1262号

次の加入区において平成16年７月福岡県告示第1329号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は､ 漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第113条の２第

１項第１号の規定により平成20年７月28日を限り消滅したので､ 同条第２項の規定によ

り公示する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

加入区の名称 川口加入区

福岡県告示第1263号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第30条第２項の規定に基づき､ 次の土地改良区

の定款の変更を認可したので､ 同条第３項の規定により公告する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

建築業法 (昭和24年法律第100号) 第28条第３項の規定に基づき､ 建設業の営業の一

部を停止したので､ 同法第29条の５第１項の規定により公告する｡

平成20年７月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 処分をした年月日

平成20年７月15日

２ 処分を受けた者の商号等

３ 処分の内容 建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の一部の停止

� 停止を命じる営業の範囲

建設業に係る営業のうち､ 次のア又はイに該当する建設工事に係る営業

ア 国､ 地方公共団体､ 法人税法 (昭和40年法律第34号) 別表第１に掲げる公共法

人 (地方公共団体を除く｡ ) 又は建設業法施行規則 (昭和24年建設省令第14号)

第18条に規定する法人が発注するもの

イ 建設費について､ 国又は地方公共団体の補助金等 (補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律 (昭和30年法律第179号) 第２条第１項に規定する補助金

等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金

でこれに類するものをいう｡ ) の交付を受けているもの (アに該当するものを除

く｡ )
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特別な理由によ
りアの検査を受
検できない非自
動はかり､ 分銅
及びおもりの検
査

20年10月24日から
20年12月28日まで

左欄の間に行う検査については､ 検査
を受けようとする者と協議の上､ 指示
する｡

宗 像 市
福 津 市

土 地 改 良 区 名 認可年月日

穂波土地改良区 平成20年７月16日

公 告

商 号
主たる営業所の
所 在 地

代表者の氏名 許 可 番 号

有限会社
渡辺建設

築上郡築上町大字上深野703 渡邊 澄子
平成19年３月22日
福岡県知事許可 (般－18)
第44423号

�



� 停止期間

平成20年７月29日から平成20年８月12日までの15日間

４ 処分の原因となった事実

有限会社渡辺建設は､ 福岡県行橋農林事務所発注の ｢ほ場整備 (６工区) 工事｣ に

おいて､ 下請業者に工事を一括して請け負わせた｡

このことは､ 建設業法第22条第１項に違反して､ 同法第28条第１項第４号に該当す

る｡

監査公表第４号

旧保健福祉部出先機関の筑紫保健福祉環境事務所等25か所について実施した定期監査

結果の報告 (平成20年２月12日19監一第680号) に基づき､ 措置を講じた旨の通知があ

ったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定により､ 次のとお

り公表する｡

平成20年７月28日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 野 田 栄 市
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監 査 委 員
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.
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�
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@
�
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5
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C
D
E
7
F
G
H
I
J
C
K
L
M
N
O
P
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7
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=
>
?
(
Q
R
S
T

U

対
象
機
関
名

監
査

の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

嘉
穂
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

収
入
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
返
還
金
で

､
収
入
未
済
額
が
前
年
度
に
比
べ
て
18
,5
09
,2
90

円
増
加
し
て
い
る
｡

支
出
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
で
就
労
収

入
の
認
定
を
誤
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
､
13
0,
92
3

円
(３
件
)
が
支
給
不
足
と
な
っ
て
い
る
｡

文
書
の
送
付
や
電
話
等
に
よ
る
指
導
を
行
う
と

と
も
に
､
債
権
回
収
員
に
よ
る
訪
問
､
関
係
市
と

の
連
携
等
に
よ
る
返
還
指
導
等
を
行
い
債
権
の
回

収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

支
給
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ
て

お
り
ま
す
｡

今
後
､
チ
ェ
ッ
ク
表
に
よ
る
確
認
作
業
等
を
行

う
な
ど
､
よ
り
一
層
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を

図
り
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

｡

筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

支
出
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
で
就
労
収

入
の
認
定
を
誤
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
､
66
,6
70

円
(５
件
)
が
支
給
過
不
足
と
な
っ
て
い
る

｡

支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ

て
お
り
ま
す
｡

今
後
は
誤
認
定
防
止
の
た
め
､
収
入
認
定
確
認

表
の
改
善
を
行
う
等
､
よ
り
一
層
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
強
化
を
図
り
､
再
発
防
止
に
取
り
組
み
､
適

正
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

粕
屋
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

支
出
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
で
就
労
収

入
の
認
定
を
誤
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
､
34
2,
11
1

円
(1
4件
)
が
支
給
過
不
足
と
な
っ
て
い
る

｡

支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ

て
お
り
ま
す
｡

今
後
､
マ
ス
タ
ー
入
力
の
突
合
及
び
複
数
職
員

に
よ
る
照
合
・
読
み
合
わ
せ
を
徹
底
す
る
等
､
よ

り
一
層
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
行
い
､
再
発

防
止
に
取
り
組
み
､
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
｡

田
川
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

支
出
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
で
就
労
収

入
の
認
定
を
誤
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
､
12
3,
85
2

円
(７
件
)
が
支
給
過
不
足
と
な
っ
て
い
る

｡

支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ

て
お
り
ま
す
｡

今
後
は
､
保
護
変
更
等
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
強
化
は
も
と
よ
り
､
保
護
台
帳
の
自
主
的
内
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部
点
検
の
改
善
を
図
り
適
正
な
執
行
に
努
め
ま
す

｡

八
女
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

支
出
に
お
い
て
､
生
活
保
護
費
で
就
労
収

入
の
認
定
を
誤
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
､
30
,1
31

円
(1
3件
)
が
支
給
過
不
足
と
な
っ
て
い
る

｡

支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ

て
お
り
ま
す
｡

今
後
､
認
定
額
や
認
定
対
象
費
用
の
十
分
な
確

認
及
び
複
数
職
員
に
よ
る
マ
ス
タ
ー
出
力
帳
票
の

額
の
照
合
・
読
み
合
わ
せ
等
､
内
容
の
精
査
・
確

認
を
徹
底
し
適
正
な
算
定
支
給
に
努
め
ま
す
｡



福岡県公安委員会告示第250号

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第６号) 第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) を次のとおり開催するの

で､ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (昭和33年政令第33号) 第５条の８第２項の規定に

より告示する｡

平成20年７月28日

福岡県公安委員会

１ 講習の日時､ 場所等

２ 猟銃等講習科目

� 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

� 猟銃及び空気銃の使用､ 保管等の取扱い

３ 注意事項

� 講習受講希望者は､ 猟銃等講習会受講申込書２通に所定の事項を記入し､ 写真 (

申込み前６箇月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦４センチメート

ル､ 横3.5センチメートルのもの) ２枚を添えて､ 住所地を管轄する警察署に申し

込むこと｡

� 上記申し込みは､ 受講日の１週間前までにすること｡

� 受講申込者は､ 申請の際に手数料3,000円 (福岡県領収証紙) を納付すること｡

� 講習会の当日は､ 筆記用具､ 印鑑及び猟銃等講習通知書並びにテキスト ｢猟銃等

取扱いの知識と実際｣ を必ず持参すること｡

� 講習会に関する問い合わせは､ 住所地を管轄する警察署に対して行うこと｡

福岡県市町村職員共済組合公告

地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号) 第22条第３項及び地方公務員等共

済組合法施行規程 (昭和37年総理府・文部省・自治省令第１号) 第67条の２の規定に基

づき､ 平成19年度決算の要旨を公告する｡

平成20年７月28日

福岡県市町村職員共済組合

理事長 山 本 文 男�
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公安委員会

日 時 場 所 講習警察署

平成20年８月18日 (月)
13：30～16：30

飯塚市柏の森159番地26
飯塚警察署 会議室

飯塚警察署

平成20年８月20日 (水)
13：30～16：30

うきは市吉井町343番地３
うきは警察署 会議室

うきは警察署

平成20年８月22日 (金)
13：30～16：30

福岡市東区箱崎７丁目８番２号
東警察署 会議室

東 警 察 署

平成20年８月22日 (金)
13：30～16：30

北九州市若松区大字藤木267番地13
若松警察署 会議室

若松警察署

雑 報
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